
※特に記述のない限り、参加費や申
　込みは不要です
※各種相談は無料で、秘密は固く守
　られます

暮らし 

　　の

情 報

暮らしに役立つ情報のコーナー

内
容
／
３
ゲ
ー
ム
制
。
男
女
年
齢
な
ど
に

よ
り
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
あ
り

そ
の
他
／
参
加
費
１
８
０
０
円
（
貸
靴
代

別
）。
９
月
7
日
㈮
ま
で
に
申
込

申
込
・
問
合
先
／
桂
川
町
民
ボ
ウ
リ
ン
グ

大
会
実
行
委
員
会
（
飯
塚
第
一
ボ
ウ
ル

内
）　

☎
２
３
・
１
１
８
１

■
個
人
事
業
を
営
ん
で
い
る
人
へ

　

８
月
は
個
人
事
業
税
第
１
期
分
の
納
期

で
す
。
個
人
事
業
税
の
納
税
は
、
地
域
の

特
性
を
生
か
し
た
産
業
振
興
で
、
み
な
さ

ん
の
安
全
・
安
心
の
向
上
を
図
る
た
め
重

要
な
も
の
で
す
。

　

平
成
30
年
度
は
8
月
31
日
㈮
が
納
期
限

で
す
。
忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。
個
人

事
業
税
の
納
税
は
、
便
利
で
安
全
な
「
口

座
振
替
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

福
岡
県
飯
塚
・
直
方
県
税
事
務 

　

所
事
業
税
係　

☎
２
１
・
４
９
０
３

■
飲
酒
運
転
は
、
絶
対
し
な
い
！

さ
せ
な
い
！　

許
さ
な
い
！

　

8
月
25
日
～
31
日
は
、
飲
酒
運
転
撲
滅

週
間
で
す
。
飲
酒
運
転
は
重
大
な
犯
罪
で

あ
り
、「
罰
金
や
懲
役
」、「
運
転
免
許
の
取

消
」
な
ど
、
非
常
に
重
い
罰
則
や
社
会
的

制
裁
が
課
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
飲
酒
運
転

■
第
11
回
桂
川
町
分
館
対
抗

　

ソ
フ
ト
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
大
会

日
時
／
9
月
2
日
㈰　

9
時
～

場
所
／
桂
川
町
総
合
体
育
館

種
目
／
【
混
成
ヤ
ン
グ
】
…
18
歳
以
上
の

男
女

　
【
混
成
シ
ニ
ア
】
…
40
歳
以
上
の
男
女

　

※
年
齢
は
31
年
4
月
1
日
現
在

そ
の
他
／
参
加
費
５
０
０
円（
1
チ
ー
ム
）

8
月
19
日
㈰
ま
で
に
要
申
込
。Ｆ
Ａ
Ｘ
可
。

※
8
月
26
日
㈰
19
時
30
分
よ
り
体
育
館
2

階
研
修
室
に
て
抽
選
会
を
行
い
ま
す
。

申
込
・
問
合
先
／
桂
川
町
体
育
協
会
事
務
局

☎
６
５
・
５
１
４
５

　
　

６
５
・
５
５
７
８

■
「
健
康
と
ふ
れ
あ
い
」
の

　

シ
ニ
ア
ボ
ウ
リ
ン
グ
教
室

日
時
／
①
9
月
4
日
、11
日
、18
日
、25
日
、

10
月
2
日
（
全
５
回
・
い
ず
れ
も
㈫
）

　

②
9
月
5
日
、
12
日
、
19
日
、
26
日
、

10
月
3
日
（
全
５
回
・
い
ず
れ
も
㈬
）

　

※
①
②
と
も
13
時
30
分
～
15
時
30
分

場
所
／
飯
塚
第
一
ボ
ウ
ル
（
飯
塚
市
）

対
象
／
桂
川
町
在
住
の
60
歳
以
上
で
、
こ

の
教
室
に
初
め
て
参
加
す
る
人

そ
の
他
／ 

シ
ュ
ー
ズ
と
ボ
ー
ル
は
無
料

で
貸
し
出
し
。

申
込
先
・
問
合
先
／
飯
塚
第
一
ボ
ウ
ル

　

☎
２
３
・
１
１
８
１

■
嘉
穂
総
合
高
校 

農
産
物
販
売
会

　

次
回
開
催
日
の
お
知
ら
せ

【
次
回
開
催
日
】
／
10
月
19
日
㈮
、
11
月
16

日
㈮
、12
月
14
日
㈮（
い
ず
れ
も
14
時
～
）

　

※
販
売
内
容
に
つ
い
て
は
、
開
催
月
に

　

別
途
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
合
先
／
桂
川
町 

産
業
振
興
課 
農
林
振

興
係　

☎
６
５
・
１
１
０
６

■
第
９
回

　

桂
川
町
民
ボ
ウ
リ
ン
グ
大
会

日
時
／
９
月
9
㈰　

9
時
45
分
～

場
所
／
飯
塚
第
一
ボ
ウ
ル
（
飯
塚
市
）

対
象
／
町
民
及
び
町
内
勤
務
者

　

※
オ
ー
プ
ン
参
加
可
。

事
故
は
、
被
害
者
、
加
害
者
、
そ
し
て
両

方
の
家
族
の
生
活
を
大
き
く
変
え
て
し
ま

い
ま
す
。
自
分
自
身
は
も
ち
ろ
ん
、
周
り

の
方
が
飲
酒
運
転
を
し
な
い
よ
う
、
お
互

い
に
呼
び
か
け
合
い
ま
し
ょ
う
。

問
合
先
／
福
岡
県
人
づ
く
り
・
県
民
生
活

部 

生
活
安
全
課 

交
通
安
全
係

　

☎
０
９
２
・
６
４
３
・
３
１
６
７

　
　
「
福
岡
県
飲
酒
運
転
撲
滅
へ
の
取　

　

組
」
で
検
索

■
平
成
30
年
度
身
体
障
害
者

　

巡
回
相
談

日
時
／
10
月
9
日
㈫　

　
〈
午
前
〉
9
時
30
分
～
11
時
30
分

　
〈
午
後
〉
12
時
30
分
～
14
時

　

※
12
時
～
13
時
は
診
療
は
行
い
ま
せ
ん

場
所
／
飯
塚
市
筑
穂
支
所

内
容
／
肢
体
不
自
由
者
の
補
装
具
費
の
新

規
支
給
・
再
支
給
・
修
理
の
要
否
判
定
、

処
方
な
ど

持
参
品
／
○
印
鑑　

○
身
体
障
害
者
手
帳 

○
前
回
支
給
補
装
具（
再
支
給
の
場
合
）

○
修
理
が
必
要
な
補
装
具
（
補
装
具
修

理
の
場
合
）　

○
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知

カ
ー
ド
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

そ
の
他
／
9
月
20
日
㈭
ま
で
に
要
予
約
。

※
巡
回
相
談
で
は
、
身
体
障
害
者
手
帳

の
診
断
書
の
作
成
は
行
い
ま
せ
ん
。

予
約
・
問
合
先
／
桂
川
町
役
場 

健
康
福

祉
課 

福
祉
係　

☎
６
５
・
０
０
０
１

生
活
・
お
知
ら
せ

催
し
・
イ
ベ
ン
ト
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